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 小野寺農林部長、千葉生産流通課長、菅原大東支所長、山谷
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参考人  なし 

本日の会議に 

付 し た 事 件 

所管事務調査 

・（仮称）国道 343 号渋民バイパス道の駅の整備について

・市営建設工事への影響について 

議事の経過 別紙のとおり 

一関市議会委員会条例第 29 条の規定により、ここに署名する。 

            委員長 
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産業建設常任委員会記録 

令和６年６月11日  

（午後１時30分 開会） 

委員長 ：ただいまの出席委員は８名です。 

定足数に達しておりますので、これより本日の委員会を開会します。 

録画、録音、写真撮影を許可しておりますので、御了承願います。 

お諮りいたします。 

本日の所管事務調査に当たり、当局から農林部長、建設部長、大東支所長の出席を求

めたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議がありませんので、議長を通じて、所管部長等の出席を求めることとします。 

それでは、これより所管事務調査を行います。 

初めに、（仮称）国道343号渋民バイパス道の駅の整備についてを議題といたします。 

当局より説明を求めます。 

菅原大東支所長。 

大東支所長：それでは、資料のほうは（仮称）国道343号渋谷バイパス道の駅の整備についてと

なります。 

よろしくお願いします。 

この道の駅の整備につきましては、昨年、令和５年９月通常会議で議決をいただいて

整備を進めております。 

今後、議会で御審議いただく案件もございますので、本日は進捗状況と今後のスケジ

ュールについて説明をさせていただきます。 

大東支所産業建設課長の山谷のほうから資料の説明をいたします。 

委員長 ：山谷大東支所産業建設課長。 

大東支所産業建設課長：それでは私から、（仮称）国道343号渋谷バイパス道の駅の整備につい

て御説明いたします。 

まず１の工事等の進捗状況についてでございますけれども、①建設工事は昨年10月に

着工しておりまして、５月末時点の各工事の進捗状況は、建築工事については68.70％、

電気設備工事については35.74％、機械設備工事については45.41％となっております。 

２つ目、ラミナ材（集成材を構成する角材）でありますけれども、発注内容の錯誤に

より、木材の支給に時間を要したことによる工期への影響については、20日間の延長に

とどまったということで、２月６日の産業建設常任委員会の説明では、二、三か月程度
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延長を想定しているという説明をしたところでございましたけれども、20日間の延長と

いうことに短縮されたというところでございます。 

３つ目の、昨年末から全国的にケーブル類の納期の遅延が発生しているということで、

本工事も今後影響を受ける可能性が想定されておりましたけれども、本工事においては

令和６年７月からの使用予定であり、納期が未到来であることから、現時点では納期の

遅延の影響は受けていないということで、この件につきましても２月６日の産業建設常

任委員会で説明してきたところでございますけれども、本日納入することが確定したと

いうことになりましたので、報告させていただきます。 

次に、２の市議会６月通常会議に提案する議案等についてでございます。 

１つ目、議案についてですが、建築工事の請負契約の変更ということで、変更額につ

いては8,456万1,400円の増額ということで、変更内容につきましては、厨房機器等の設

備工事の追加、市から支給した木材の乾燥及び数量に不足が生じたことによる増額及び

20日間の工期の延長であります。 

工期については、変更後は令和６年９月25日に変更になります。 

なお、資料に記載はありませんが、契約の相手方は、株式会社三ツ矢建設工業であり

ます。 

２つ目の、専決処分でございますけれども、電気設備工事の請負契約の変更というこ

とで、変更額については108万1,300円の増額で、変更内容については工期延長による共

通費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の増額で、専決処分の日は令和６年５

月28日ということで、契約の相手方につきましては電友社一関営業所であります。 

３つ目、専決処分でございますけれども、機械設備工事の請負契約の変更ということ

で、変更額については991万8,700円の増額、変更内容につきましては、空調設備の仕様

及び数量の変更、換気設備の仕様及び数量の変更、浄化槽設備に係る地盤改良工事の追

加等による契約金額の増となります。 

専決処分の日は令和６年５月28日で、契約の相手方につきましては株式会社永沢水道

工業であります。 

これらの議案、それから専決処分に係る変更内容の詳細につきましては、６月18日の

本会議において、提案の際に御説明いたします。 

次のページに移ります。 

最後に、３の今後のスケジュールについてでございます。 

令和６年８月に道の駅の登録申請を国土交通省のほうに申請を行います。 

令和６年９月には地域資源活用総合交流促進施設条例の一部改正の議案を提出すると

いうことで、施行期日を令和６年10月１日から令和７年４月１日に改正するという議案

を提出いたします。 

同じく９月ですけれども、施設の建設工事が完了ということで、施設に附帯する工事

のスケジュールについては以下のとおりということでございますが、外構工事も同時に

行っておりまして、工期は令和６年９月９日まで、太陽光発電設備・自家発電設備工事

については７月発注予定でありまして、工期は令和７年２月までという予定になってお

ります。 

12月には指定管理者の指定議案を提出、令和７年４月には道の駅のオープンというス
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ケジュールになっております。 

説明は以上になります。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 ：これより質疑を行います。 

佐藤敬一郎委員。 

佐藤（敬）委員：前にこの道の駅の集成材の間違いについて説明があったときは寸法が違ってい

るという説明を受けたかと思いますが、それでよろしいですか。 

委員長 ：菅原大東支所長。 

大東支所長：ラミナ材の寸法についてですが、以前、御説明したときには発注段階で仕上がりの

寸法で発注したということで、本来であれば乾燥後に使用する寸法にするべきところを

発注の段階で仕上がりの寸法で発注してしまったというようなところです。 

委員長 ：佐藤敬一郎委員。 

佐藤（敬）委員：集成材の場合には、火事になったときに燃えしろといいますか、それも含んで

寸法を決めますよね。 

委員長 ：菅原大東支所長。 

大東支所長：お話しのとおりでございます。 

委員長 ：佐藤敬一郎委員。 

佐藤（敬）委員：それで、その寸法の違いはどこの指摘で分かったのですか。 

委員長 ：畠山大東支所農林係長。 

大東支所農林係長：ただいまの質問ですけれども、集成材のほうを加工してもらっているところ

から建築のほうで請け負った木材会社のほうで寸法が小さかったということが判明した

ということです。 

委員長 ：佐藤敬一郎委員。 

佐藤（敬）委員：図面で仕様書というのがありますよね。 

柱の寸法がどうだとか、はりの寸法がどうだと図化した仕様書が多分あったのではな

いかと思うのですが、その仕様書とつくった寸法、もしくは指示した寸法が違っていた



－4－ 

ということでよろしいのですか。 

委員長 ：畠山大東支所農林係長。 

大東支所農林係長：木材の準備にはちょっと時間がかかるということで、実施設計等の工期と合

わせながら早めに取り組んでおりましたので、指示されたものについては寸法の数字だ

けで実施設計の業者のほうからいただいたものを、発注をかけていたという形になって

おりました。 

委員長 ：佐藤敬一郎委員。 

佐藤（敬）委員：そもそもこの原因はどこが悪いのですか。 

集成材をつくった会社が悪いのか、それとも市が悪いのか、設計したところが悪いの

か、どこが悪いのですか。 

委員長 ：菅原大東支所長。 

大東支所長：今回につきましては、以前に花泉図書館で同じ手法で建築しました。 

そのやり方に倣って進めていたのですが、その花泉図書館建設のときと集成材を確保

した業者が違っていまして、その打合せの段階で意見の不一致、相手が確認、意思疎通

がなかったというところになります。 

委員長 ：佐藤敬一郎委員。 

佐藤（敬）委員：集成材については分かったのですが、その機械設備工事の請負金額が約1,000

万円増額ですよと。 

空調の仕様とか数量が変わりましたとか換気設備の仕様とか数量が変わりました、そ

れから浄化槽の設備に係る地盤改良工事の追加、これらはそもそも設計段階で分かって

いなかったのですか。 

委員長 ：菅原大東支所長。 

大東支所長：機械設備の変更の空調設備等につきましては、今回、厨房設備当初の契約の段階で

は外して発注していました。 

というのは、運営団体がまだ決まっていませんでしたので、レストラン部門のメニュ

ーとか商品とかが決まっていませんでしたので、厨房設備の細かい仕様まで決められな

かったというところで当初の契約から外していました。 

今回、厨房の設計のほうがまとまりましたので、それに合わせての空調設備等の変更

となります。 

浄化槽の地盤改良につきましては、ボーリング調査等はしていましたが、実際、浄化
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槽を埋める場所の地盤がこれで調査したものよりは小さい、軟弱だったというところで

今回地盤改良を行うというところになります。 

委員長 ：佐藤敬一郎委員。 

佐藤（敬）委員：その機械設備の数量が増になったとかそういったことによってその建築との取

り合いで、間違いが起きてこないのですか。 

委員長 ：菅原大東支所長。 

大東支所長：その点については、建築と機械と打合せしながらやっておりますので、間違いのほ

うはないように進めております。 

委員長 ：佐藤敬一郎委員。 

佐藤（敬）委員：例えば、電気の穴をどこに開けるとか、それからパイプをどこに通すとかとい

うのは最初から決めておかないと穴の位置がはっきりしないと思うのですが、後から追

加した場合には穴を開け直すとか設計のやり直しをするとかになるのですか。 

委員長 ：菅原大東支所長。 

大東支所長：毎月、請負業者に集まっていただいて工程会議というのをしていまして、その辺を

調整しながら進めております。 

委員長 ：佐藤敬一郎委員。 

佐藤（敬）委員：分かりました。 

ありがとうございます。 

委員長 ：ほかにございませんか。 

猪股委員。 

猪股委員：２点ほどお伺いしたいと思います。 

工事等の進捗状況の③なのですが、ちょっとこの文章の意味がよく分からないのです

けれども、２行目から、本工事においては令和６年７月からの使用予定でありというの

は、電気ケーブル類の使用予定というような意味合いで、納期が未到来であることから、

現時点では納期遅延の影響は受けていないというようなことが書いてあるのですけれど

も、その使用予定の意味はどういうことなのかということと、それから、確かに納期が

未到来ということは当然分かりますけれども、ここ２か月ぐらいのところで、見込みと

いうか、影響を受けない見込みだとかというような表現であればいいのでしょうけれど
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も、何か文章としてちょっと適切な文章だったのかなと思うところがあるので、その表

現がどうなのかということでの確認が１点と、それから、２の①の部分なのですけれど

も、8,400万円ぐらいの増ということで、現契約のほぼほぼ５分の１というような金額

なのですけれども、今前段委員のお話の中では、厨房等の設備工事が主要なところなの

かと思っておりまして、文言表現的には羅列はなっていますけれども、大きな要因とし

てはその部分がどれぐらいにプラスになっているものなのか、あとは木材乾燥の数量不

足による増額、それから20日間の工期延長、この部分も人件費とかも含めて結構多いの

か、その内訳を教えていただきたいと思います。 

委員長 ：菅原大東支所長。 

大東支所長：まず１の③ですけれども、ちょっと分かりにくい表現ではあったのですけれども、

いずれ現場で使うのが７月からということで、まだその遅れの影響は出ていなかったと

いうようなところでございます。 

先ほど山谷課長からもお話ししましたが、本当に本日なのですけれども、予定どおり

納入されるということで確認できたところでありますので、こちらについては遅延はな

いというような状況でございます。 

あと、建築の変更の仕分、厨房機器で約4,000万円、あと厨房の設置を受けまして建

具の位置とかも変わってきますので、そちらのほうの影響もあります。 

あと、木材のほうで3,300万円ほど、大きいところがその二つになります。 

委員長 ：猪股委員。 

猪股委員：追加工事の厨房の部分については新規の部分に使われますけれども、木材の乾燥とい

うようなことで、まるっきりやり直しみたいな形になってしまうので、このような金額

になるということでよろしいですか。 

委員長 ：菅原大東支所長。 

大東支所長：やり直しの部分ありましたので、こういった金額になりました。 

委員長 ：猪股委員。 

猪股委員：先ほども前段委員の、原因がどこにあったのかというような部分にちょっと関わる部

分もあるのですけれども、木材の乾燥、本来はかからなくてもいいものがかかったとい

うようなことなのですけれども、これらの負担というのは行政負担というようなことで

よろしいですか。 

委員長 ：菅原大東支所長。 
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大東支所長：工事を進めている中での確認不足等もございましたので、今回こういった形で工事

費の中で精査したというところになります。 

委員長 ：猪股委員。 

猪股委員：私が聞きたかったのは、原因があってこのような状況になったということなのでしょ

うけれども、その原因が市側の落ち度であれば三千幾らというのは丸々市負担でもやむ

を得ないと思ったのですけれども、負担割合というか責任割合というか、そこら辺とい

うのがどこにあるかによってはどこかに負担をしていただくというような考え方も出て

くるのかなというような感じも受けるのですけれども、現時点での解釈はどのようにな

っているのでしょうか。 

委員長 ：菅原大東支所長。 

大東支所長：ラミナ材の発注の段階での仕様書の数値の確認不足というところがありましたので、

発注者側というところで、今回、建築工事のほうで積算したところです。 

委員長 ：猪股委員。 

猪股委員：一応確認ですが、市に落ち度があったというような部分で市が負担するということで

よろしいですか。 

委員長 ：菅原大東支所長。 

大東支所長：市の落ち度というところで、市で負担するというところになります。 

ただ、ラミナ材の交換の分での負担分としては、先ほど木材で3,300万円とお話しし

ましたが、木材の交換の分では500万円ほどです。 

あと、そのほかに乾燥と木材加工の分で2,000万円ほど追加となっております。 

委員長 ：猪股委員。 

猪股委員：後段の部分ですけれども、木材の加工とかというような部分、もともとそれというの

は、正規に頼んでいた部分だったとしても追加というか、何か変更が、要因があったと

いうことでいいのですか、考え方として。 

委員長 ：菅原大東支所長。 

大東支所長：構造材の分でその乾燥、加工の分が2,000万円ということで、それについては当初

の設計の段階で積算されていなかったというところです。 
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委員長 ：佐藤浩委員。 

佐藤（浩）委員：今のラミナ材のことがいろいろ出ていますけれども、そもそもはこのラミナ材

は市が用意して建築工事のその会社に用意したものを使って建築してもらうというやり

方なのですよね。 

そこをまず一つ確認。 

委員長 ：菅原大東支所長。 

大東支所長：今お話しいただいたように、ラミナ材については市のほうで業者に供給するという

ような形で進めております。 

委員長 ：佐藤浩委員。 

佐藤（浩）委員：それでそのラミナ材をつくる際に、発注がちょっと間違ったというかサイズが

間違ったということで新たに用意したと。 

２月６日の説明の段階では２か月ぐらい延びるというのが20日間になったと。 

その大きな要因は、見込みとの差は何ですか、一番は。 

２か月も延びるだろうといったのが20日に済んだということは、いいことなのだけれ

ども、何が見込み違いなのか。 

委員長 ：菅原大東支所長。 

大東支所長：ラミナ材の交換の分で、ラミナ材をつくる業者のほうで、ちょっと工程的に急遽を

入れるのは難しいかもしれないというところで話されました。 

最終的にお願いすることになって、そちらのほうで日程のほうを調整していただいて、

その辺で大分早まったというのが一番大きいところです。 

あとは現場の業者に頑張っていただいていましたので、マスター工程に遅れないよう

にというところで頑張っていただいていましたので、今回これくらいの遅れになります。 

委員長 ：佐藤浩委員。 

佐藤（浩）委員：20日ぐらいの工期延長で済むということで、当初の予定よりも何ぼも差がなく

できるかと思ったけれども、今度は太陽光発電設備が出てきたということで、その太陽

光はそもそも当初では考えてなかったのですか。 

当初のスケジュールには太陽光の設備の工事は入っていなかったのですが、今回急遽

入ってきたということですか。 

太陽光をやるというのは誰が決めたのか。 

委員長 ：菅原大東支所長。 
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大東支所長：太陽光発電については、計画段階当初から設置ということでは計画しておりました。 

今回、別工事にしたのは、建物とは別な交付金を活用していましたので、発注時期を

ずらして別発注というところで計画しております。 

委員長 ：佐藤浩委員。 

佐藤（浩）委員：そうすると、今回示されたスケジュール表だと、太陽光の工事が令和７年４月

オープンに向かって一番かかるというようなスケジュール表になっているけれども、そ

れともこういったことで太陽光についてもこのくらいの日数でやるということは当初か

ら決まっていたのですか、工期的には。 

委員長 ：菅原大東支所長。 

大東支所長：太陽光については別発注にはしていますが、太陽光発電がなければ道の駅が運営で

きないとかそういうわけではありませんでしたので、別発注での予定としております。 

委員長 ：佐藤浩委員。 

佐藤（浩）委員：この太陽光発電をやるやらないにかかわらず、４月にオープンするけれども、

太陽光を後でつけることも考えていたということですか。 

そもそも当初の計画で太陽光発電は設計の中に入っていたのですよね。 

委員長 ：菅原大東支所長。 

大東支所長：太陽光については、当初、別な交付金を当てにしていました。 

そちらが駄目になったというか、そちらが使えなくなりましたので、建設はまた別枠

で別発注ということになりました。 

委員長 ：佐藤浩委員。 

佐藤（浩）委員：別の交付金が駄目になったという理由は、当てにしていた交付金が使えなくな

ったということの原因は何ですか。 

むしろそっちのほうが大きいな。 

ちょっと休憩してもらっていいですか。 

委員長 ：暫時休憩いたします。 

（ 休憩 14：01～14：02 ） 
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委員長 ：再開します。 

小野寺農林部長。 

農林部長：道の駅だいとうの施設につきましては、当初、交付金の関係で太陽光パネルを別発注

にしたというものでございます。 

当初の計画では、別な交付金を使って太陽光パネルを設置するという計画だったので

すけれども、その交付金の要件に道の駅の施設が合致しなかったということで、現在、

本体の交付金、デジ田交付金と言っているのですけれども、そちらのほうに追加で申請

をして、本体とは別に交付決定を受けたということでございますので、別途発注すると

いう工程になりました。 

そのため、７月に工事を発注して２月の完成というような段取りになったものでござ

います。 

委員長 ：佐藤浩委員。 

佐藤（浩）委員：そうすると、当初の令和７年４月オープンにはいずれも間に合うように工事を

していくということで、地元でも非常にこれ期待している施設なので、なるべく早くと

いうことなのだけれども、今後、懸念されている材料というのはほかに何か考えられる

ことがあるのですか。 

懸念材料が何かあるならそれを教えてもらいたい。 

委員長 ：菅原大東支所長。 

大東支所長：現在の段階では資材等での遅延のおそれがあるものというのはございません。 

委員長 ：佐藤浩委員。 

佐藤（浩）委員：それから、機械設備の分の増額の991万円ということですけれども、これは発

注された時期と現在の状況のことでちょっとお伺いするのですけれども、この分の変更

契約については一切何ら影響、関係はないと。 

この工事に関しては、何らそういったものについての処分の対象にも何にもならない

ということでいいのですか。 

委員長 ：山谷大東支所産業建設課長。 

大東支所産業建設課長：機械設備工事の請負業者が株式会社永沢水道工業でありますけれども、

現在指名停止になっているわけなのですが、この工事自体はもう既に請負契約を締結し

ており、変更契約をしても構わないということで、引き続きこの業者に請け負ってもら

うということで確認しております。 



－11－ 

委員長 ：ほかにありませんか。 

佐藤敬一郎委員。 

佐藤（敬）委員：電気設備工事の中で変更額の内容がいわゆる諸経費分をアップするということ

ですが、一般的に発注から完了までの間で20日程度しか延びないとすれば、こういう諸

経費アップというのは本来あり得ないのではないかと思うのですが、その辺はいかがで

すか。 

委員長 ：伊東都市整備課主任主査。 

都市整備課主任主査：今回の工期延長に伴う共通費の増額というところなのですが、建設工事の

ほうで積算の際に採用しているのが、国土交通省のほうで定めております公共建築工事

積算基準によりますが、共通費の算定に当たっては工期を算定の計算式に当て込んで共

通費率を計算することになっております。 

今回20日間の工期が延長することに伴って、共通費に算定される工期がその分延長に

なりますので、その分で共通比率が変更になっているものになります。 

委員長 ：佐藤敬一郎委員。 

佐藤（敬）委員：そうしますと、建築工事や機械設備工事のほうも諸経費がアップするというこ

とでいいのですか。 

委員長 ：伊東都市整備課主任主査。 

都市整備課主任主査：同様に建築工事、機械設備工事についても工期延長に伴う共通費の増額は

伴います。 

委員長 ：そのほかにございますか。 

齋藤委員。 

齋藤委員：太陽光発電設備工事についてお伺いしますけれども、２月のときには工程表に太陽光

発電設備というか発電設備工事というのが入っていなかったのですが、確認なのですけ

れども、今回入れたという、前回入れなかったというその理由についてお伺いいたしま

す。 

委員長 ：久保大東支所産業建設課主任主事。 

大東支所産業建設課主任主事：太陽光発電設備の工事をスケジュールに入れていなかったという

ことなのですが、さきほど農林部長のほうから説明があったように、太陽光発電設備の

交付金の申請をして交付決定を受けた後、発注するというように考えておりましたので、
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まだちょっとその段階では発注時期というのを精査できていなかったということで、今

回交付決定がされまして、実際発注する準備が整ったことからスケジュールに入れ込ん

だものであります。 

委員長 ：ほかにございませんか。 

この際、委員として質疑をしたいので、暫時、副委員長と交代いたします。 

副委員長：それでは暫時、委員長の職務を行いますので、よろしくお願いいたします。 

質疑を行います。 

小野寺委員。 

小野寺委員：私のほうから、そもそも２月６日の委員会で説明があった木材供給に関して、市産

材を利用するために木材供給業者なり製材業者、そして加工業者というように３段階に

分けてそれぞれ仕事を依頼しているわけですけれども、その３業者の当初の請負金額と、

最終的にどういうような請負金額になったのか、その内容についてまず１点お聞きしま

す。 

それから、太陽光発電について当初設計に入っていたということなのですけれども、

建築工事の発注の際の請負金額にはその分を外して請負金額を積算しているのか、その

関係の図面なり設計書を見せられないと分かりにくいというように思うのだけれども、

設計書から当初の設計図書、そしてこれから太陽光発電の分を除いて入札単価を決めて、

入札調書を決めてやったのか、その辺の関係について教えていただきたいですし、それ

から太陽光発電工事と自家発電工事がこれから追加発注するというのだけれども、その

工事費はどのようになるのかという点をまずお聞きしますし、戻りますけれども、市産

材としての木材供給なのか、もう市産材は諦めてほかの材木、県産材になるのか、どこ

から持ってくるのか、その辺の関係についてお伺いします。 

委員長 ：畠山大東支所農林係長。 

大東支所農林係長：まず市産材の部分でお話しいたします。 

市産材につきましては、２月に御説明したとおり丸太の購入と製材等の委託というこ

とで、単価契約で契約しておりました。 

最終的に発注した数量等について、金額的には、合計になりますけれども3,683万円

ほど支出しております。 

委託料としての製材、あと丸太の購入と。 

単価契約という形でやっておりましたので、請負金額という部分については変更とい

う部分には加わってこないと思っております。 

あと、市産材というところで進めていたということでお話ししております。 

２月にも御説明したとおり、集成材に使うラミナ材については、建築業者のほうで委

託した加工業者のほうにある木材と交換という形を取りましたので、集成材については

県産材で柱材、構造材とか羽柄材のほうは市産材という形で準備することができました。 
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なので、建築業者のほうにお渡しする段階での木材の市産材の割合的には37％ほどに

なるかというように見ておりました。 

市産材の関係は以上です。 

副委員長：それでは、暫時の間、休憩します。 

（ 休憩 14：16～14：17 ） 

副委員長：再開します。 

小野寺農林部長。 

農林部長：当初、実施設計の成果品には太陽光発電の部分と、自家発電の部分は含まれておりま

したが、電気設備の発注の段階で、それは別の交付金を充てるという計画だったので、

太陽光発電の部分と自家発電の分は除いて発注したというのが現在の契約になっており

ます。 

今回７月に発注するのはそれとは別に、太陽光発電の部分と自家用発電の部分を発注

するというようなことですけれども、それは別途交付金が該当になるというものがあり

ましたので、その関係で別途工事にするというようなものでございます。 

実施設計の分に含まれていた太陽光発電の部分と自家用発電の部分が幾らだったかと

いうのは、ちょっとここでは金額までは押さえてないところでございます。 

以上です。 

副委員長：小野寺委員。 

小野寺委員：その辺はいずれ議案として出てくる際に確認したいと思いますので、入っている金

額と、そして除いた額と今度新たに追加した額の差がどれくらいあるのかというところ

も関心のあるところですので、その辺、後で整理してみていただきたいと思います。 

それから、極端に言うと工期が20日間延びてオープンの日が半年ずれているというの

もそれの基となっているのは太陽光発電と自家発電工事の分がずれ込んだためにそうな

っている。 

交付金を当てにしたというのは財源の話だから、本来であれば工事は続行できるはず

だから、そのためにオープンの日が半年も当初計画より遅れたというのは非常に市民に

とって大きな損失になるわけですよね。 

そしてその金額が増えるということは、それだけ市民が負担する部分が増えるという

話だから、非常にまずい契約変更になっているというように思って、こういう姿が随所

に見られるというのは非常に問題があるということを申し上げて、終わります。 

副委員長：それでは委員長と交代いたします。 

委員長 ：そのほかにございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ質疑を終わります。 

以上で、（仮称）国道343号渋民バイパス道の駅の整備についての調査を終わります。 

農林部長、大東支所長をはじめ、職員の皆さん、大変御苦労さまでございました。 

ありがとうございました。 

職員入替えのため暫時休憩します。 

（ 休憩 14：21～14：23 ） 

委員長 ：再開します。 

次に、市営建設工事への2024年問題、いわゆる働き方改革の影響についてを議題とい

たします。 

当局より説明を求めます。 

阿部建設部長。 

建設部長：それでは私のほうから、市営建設工事、いわゆる2024年問題の対応についてというこ

とで、特に週休２日工事に対する影響ということで説明をさせていただきます。 

まず全体の話としてお話しさせていただきます。 

令和元年、2019年から施行されました働き方改革関連法案によって時間外労働、超過

勤務に上限の制限が設けられております。 

改正以前については、36協定を締結すれば時間外労働の限度時間である月45時間、年

間360時間まで可能、ただ、これについては法的強制力はなくて、超えても行政指導だ

けでした。 

さらに特別条項つき36協定を結んでいれば、実質上限がないような状態だったという

ことです。 

改正後には36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合には罰則が適用されると。 

特別条項つき36協定を締結していても年間720時間、あるいは２か月から６か月の平

均で80時間、月45時間を超えられるのは６か月まで、あと、月最大100時間と上限規制

が設定されております。 

これを超えれば罰則が適用されると。 

法律の適用の時期についてですけれども、大企業が令和元年度から、中小企業であれ

ば令和２年度からで、建設業と運送業等については５年間の猶予が与えられておりまし

たが、令和６年度、今年度から適用されると。 

今年度から上限規制を超えた時間外勤務が生じた場合には罰則が科せられるというこ

とになります。 

これがいわゆる2024年問題ということになります。 

本格運用を見据えて、建設業界ではこの５年間の猶予期間の間に様々な取組を実施し

ております。 
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それが今日用意させていただきました資料になります。 

資料３枚ございます。 

１枚目が第２・第４一斉土曜閉所というパンフレットでございます。 

これが一般社団法人岩手県建設業協会と岩手県内の市町村、それと国土交通省、農林

水産省とで令和元年度から週休２日の促進のキャンペーンを実施しております。 

それで今年度というか、このキャンペーンにおいては毎月第２、第４土曜日を一斉現

場閉所をすると。 

それと、６つき土曜日閉所ということで、年間48ある土曜日のうち36日を閉所すると

いうような取組のキャンペーンを展開しているということでございます。 

取組のもう一つが、２ページ目と３ページ目になります。 

記者発表資料になりますけれども、これは今年度からの上限規制の運用開始を踏まえ

て、これも市町村、県、国で連携して三つの取組を実施しております。 

取組の１が週休２日工事ということで、原則全ての工事において発注者指定型の週休

２日工事で発注するということで、取組２がウイークリースタンスということで、勤務

時間外にかかるような打合せを設定しない、勤務時間外に連絡をしないという取組で、

取組の３が、工事書類の標準化ということで、国と県と市で様式を統一していきましょ

うと、三つの取組を実施しております。 

２ページ目がその進捗状況になります。 

それぞれ取組１、２、３が昨年度に比べると進捗率が上昇していると。 

特に週休２日工事については、令和５年11月時点で市町村でいうと６つの自治体だっ

たのが、今年の４月だと169自治体、３％から75％まで取り組んでいる市町村が大幅に

増えているというような状況になっております。 

ちなみに岩手県だと参考３ですけれども、94％の市町村が取り組んでいるというよう

な状況になってございます。 

一関市については、取組１から３のいずれも取組済みでございます。 

資料は以上でございますけれども、ここから発注者指定型の週休２日工事の内容につ

いて説明させていただきます。 

資料はございませんけれども、一関市では今年度から原則全ての工事、それは土木、

建築含めてですけれども、週休２日工事で発注をしております。 

もう少し正確にいいますと、令和６年３月１日以降に入札公告する工事については全

て週休２日工事で発注するということになってございます。 

週休２日工事でない場合、即法律違反かというとそうではなくて、各施工業者の方々

が働き方改革関連法案の上限規制を超えることのないように、週休２日を前提とした工

期を設定し、工事を発注していこうというような趣旨となります。 

週休２日工事における従来工事との差異についてですけれども、違いは２点ございま

す。 

工期の設定、それと工事費になります。 

工期の設定についてですけれども、今まで使用してきた不稼働割増率が土木の場合だ

と１割増える形になります。 

不稼働割増率についてですけれども、これは土・日・祝日や天候によって作業ができ
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ない日を考慮するために使用する係数になります。 

計算で算出した作業日数にこの係数を乗じて、さらに準備、後片づけを加えて工期を

設定するのが通常でございます。 

昨年までの係数がちなみに1.62という係数を使ってございました。 

それが週休２日工事になると1.78というような係数になります。 

例えば作業日数が100日であれば、1.62を掛けて162日だったのが、週休２日制工事に

なると178日になるというような感じです。 

そういった形で週休２日を前提とした余裕を持った適正な工期を設定し発注している

というところでございます。 

もう一つが工事費になります。 

工事費については、週休２日を採用することによって労務費、それと間接費に割増し

がかけられます。 

労務費だと５％、間接費だと１から６％の割増係数を乗じて工事費を算出することに

なります。 

これは工事によってばらばらなので一概には言えないのですけれども、実際の工事を

想定して試算してみると、土木工事で、例えば大体2,000万円規模の工事だと工期で約

１割長くなって、工事費で４％ぐらい増になるような試算結果が出ております。 

建築工事でも、これも2,000万円規模の工事で試算してみると、工期は建築の場合２

割ぐらい長くなって、工事費については土木同様４％ぐらい増となっております。 

これが週休２日工事における従来工事との差異になってございます。 

最後に、その他の取組についてということで、働き方改革に向けて、一関市では週休

２日工事の取組のほか、工事書類設計図の電子化、ＢＩＭ／ＣＩＭといわれるもの、そ

れと工事書類の作成提出などを、インターネットを通じて処理するＡＳＰといわれるシ

ステムを導入したり、ウェブカメラを使用した遠隔臨場の試験的導入など、受発注者双

方の生産性向上、効率化によって業務時間の短縮に取り組んでいるところでございます。 

建設業は他の産業と比べて労働時間が長く、休日が少ないというイメージがあって、

そういった悪いイメージを払拭、解消して建設業のイメージアップを図って、人手不足

の解消とか将来の担い手確保などに向けて取組を継続、拡大していこうというように考

えているところでございます。 

委員長 ：これより質疑を行います。 

佐藤浩委員。 

佐藤（浩）委員：ありがとうございました。 

2024年問題の働き方改革ということで、市内のその関係する各会社等から４月になる

前から大変だ大変だ、大変なことになるというようなことを聞き及んでいました。 

今の説明の中だと、ある程度工期の延長をしたり、工事費もアップしていくというこ

とになるのですけれども、端的に言って、市内の業者の大変だと言っている中身は何な

のでしょうか。 

その辺は発注者側からするとどのような捉え方をしていますか。 
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委員長 ：阿部建設部長。 

建設部長：それを具体的にどこが大変なのかというのは把握していないのですけれども、建設業

協会の方といろいろ話をする中では、困ったとかもうすごく大変だという話はそんなに

は聞いていないのです。 

なので、例えば労務管理であるとかそういったことは厳しくなってくると思うので、

どれだけ超過勤務を、上限を超えてはならないので、そこら辺の管理などは大変かとは

思うのですけれども、工事をやる中で、例えば工期内に終わらないので頑張らなければ

ならないというのは、こういう適切な工期設定をしていればそうそう生じないのではな

いかと思っているので、そこら辺は具体的に何がというところまでは把握はしておりま

せん。 

委員長 ：佐藤浩委員。 

佐藤（浩）委員：その業者側からするといずれ仕事がないのが大変だというのが一番なのだろう

けれども、あと人員だと。 

やはり労働確保が大変だという中で、こういった改革で、こういうことでやっている

から、週休２日制になるから働きやすい環境だということで労働力が確保できるという

利点にもなるのかと思うけれども、いずれ、現時点とすれば労働力が足りないというの

が実際の話のようですので、それに見合った労働環境で新たな人たちが働いてくれれば

いいのかなという思いがあると思うのですが、それに併せて、新聞記事にも載っていま

したけれども、今までは一つの現場イコール１人の現場代理人か何かが複数抱えてもい

いような記事が出ていましたけれども、そのように改革できると。 

そういったやはり人的な確保に当たっても、こういった働き方改革に併せて、発注者

側のそういった緩和をぜひ考えてほしいというのが私たちが受けている話でした。 

そういった面からすると、今、一関市の中ではこういった工期とか工事費のほうに反

映をさせるけれども、そういった制度的な、そういったことというのは市独自ではそう

いう考えはありますか。 

委員長 ：阿部建設部長。 

建設部長：ちょっと今のところは特に聞いてないのですけれども、国の工事であれば特例管理技

術者制度というのがあって、二つの工事までは担当できる、その代わり補助員を１人つ

けなければならないと、そういう制度があるので、そういうものを見ながら、多分どこ

まで取り入れるのかは、それは総務部のほうになってしまうのかもしれないので、ちょ

っとそこは相談したいと思いますけれども、いずれ緩和というか、できるだけ技術者に

負担がかからないような形というのは必要かとは思っております。 

それと先ほど言ったような、ＤＸみたいなものを使って負担を軽減していく。 

書類の簡素化とかウェブでのやり取りというのはもう主流になってきていますので、
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そういう方面でもできるだけその業務時間を短くしたりとか効率化をしたりとか、特に

土日を休むことができるようにというのはやはり課題だと思うので、取り組んでいかな

ければならないなとは思っております。 

委員長 ：佐藤浩委員。 

佐藤（浩）委員：今部長がおっしゃったのが本当に今の一関市としてのスタンスなのでしょうけ

れども、やはり業者と懇談する場面があると、やはりさっき言ったように人員、人手の

確保が非常に難しい中で、そういった制度的なものの緩和ということとか、認めてほし

いというようなことが何かいろいろ出てくるようなので、その辺の建設サイドだけでは

なくて、総務とか現場管理しているほうとかの中で、せっかくいい取組をしているので

すから、働き方改革の中でこのような格好で人も増やす、工期も増やす、工事費も増や

す、そういった意味で労働条件をよくしてくださいよという中で、会社としてもそうい

った取組をやろうと言っているところに、やはりもう一つ手を差し伸べてやるというの

も必要なことかなと思うので、ぜひそういった懇談なりそういった場面でその辺要望等

をお聞きいただいて、検討できることについては検討していくというような姿を市のほ

うでも示していただければありがたいと思います。 

あくまで要望です。 

委員長 ：ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ質疑を終わります。 

以上で、市営建設工事への働き方改革による影響についての調査を終わります。 

建設部長をはじめ職員の皆さん、ありがとうございました。 

職員退席のため暫時休憩します。 

（ 休憩 14：23～14：38 ） 

委員長 ：再開します。 

次に、その他ですけれども、当委員会の調査事項の今後の進め方について、意見交換

を行います。 

委員長 ：佐藤浩委員。 

佐藤（浩）委員：いずれ当委員会のほうでもいろいろなことについての政策提言に向けて絞り込

んでいかなければいけないと思うので、そういった中で新たな農業政策といいますか、

そういった経験者、実際にそういったことをやっている方々の意見を聞いたり意見交換

したりする場などを設けながら、テーマを農業なら農業に絞り込んでの格好でのこれか
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らの調整事項、調査をやっていくようにしたらいいのかなと思うので、時期については

正副委員長のほうにお任せしますので、そういった方法でやったらいかがでしょうか。 

委員長 ：ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ意見交換はこの程度といたします。 

ただいま、佐藤浩委員から意見があったとおり、当委員会の調査項目については、農

業関係を中心に継続して調査をすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議がありませんので、さよう決しました。 

ほかに皆さんから何かありませんか。 

（「なし」の声あり） 

委員長 ：ほかになければ、その他を終わります。 

以上で、本日の案件は全て終了しました。 

これをもちまして、本日の委員会を散会します。 

御苦労さまでした。 

（午後２時48分 終了） 


